
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年１１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２横第１９４号 

事故等種類 運航不能（絡索） 

発生日時 平成２４年１１月１１日（日） １６時００分ごろ 

発生場所 千葉県南房総市岩井海岸西方沖 

 南房総市所在の小浦港西防波堤灯台から真方位３１７°１,７００

ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０５.４′ 東経１３９°４９.５′） 

事故等調査の経過  平成２４年１１月１２日、本インシデントの調査を担当する主管調

査官（横浜事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート ＦＲ
エフアール

２７、５トン未満（長さ７.１４ｍ） 

 ２３０－１９３６０千葉、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者７人を乗せ、係留地の千葉
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漁港に向けて１５～２０ノットの対地速力で岩井海

岸西方沖を航行中、錨が海に落下し、平成２４年１１月１１日１６時

００分ごろ、錨索が推進器に絡み、主機が運転できなくなり、航行不

能となった。 

船長は、所属している民間救助団体に連絡した後、パラシュートア

ンカーを投入して救助を待ち、本船は、２０時３０分ごろ民間救助団

体の要請で来援した巡視艇にえい
．．

航され、岩井袋漁港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 東北東、風力 ２  

海象：波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項 

 

 船長は、同乗者が錨を揚げたときに錨の固縛を確認していなかっ

た。 

 船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、岩井海岸西方沖を岩井袋漁港に向けて航行中、錨が海に落

下して錨索が推進器に絡んだことから、主機が運転できなくなって運

航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、岩井海岸西方沖を岩井袋漁港に向けて



 

 

 

航行中、錨が海に落下して錨索が推進器に絡んだため、主機が運転で

きなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・揚錨後に錨が固縛されていることを確認すること。 

 


